
  

令和１年度事業報告書 

 

 

特定非営利活動法人ハートフルマーケット 

 

 

１ 事業実施の概略 

現代社会において社会環境の変化により、心身の状況、社会での関係性、その他の事情により生きづら

いと感じる人たちが増加している。 

子育てに関しても、閉鎖的な生活でメディアの情報に振り回されて地域社会から孤立しても相談できる

場所や相手がいない。それぞれが追い込まれ、行き詰まり、困難な状況が深刻化している。 

この問題を打破するために、次代を担う子どもや子育てに悩む親に寄り添いながらカウンセリング事業、

相談支援事業に関する事業及び直接的な療育の場を提供して心理的支援、社会的支援を行う。 

このことにより、親も子も一人の人間として認め合い、夢や希望を持ち、生きる幸せを実感し、自己実

現に向かうことができる。 

また、子育てを通して、親自身が成長し、仕事と家庭を両立できることにより、生きがいを感じ、本当

の幸せを手に入れることができることを目的として次の事業を行った。 

具体的には、本法人の定款 5条第 1項 2号の事業として児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を行 

った。 
  

２ 事業の実施に関する事項 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

ア  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 

      本年度は実施せず。 

イ 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 

  （ア）事業内容 

障害児に障害児通所支援（放課後等デイサービス）を提供することにより、学校通学中の障害児

が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供するこ

とにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行い

ます。 

（イ）実施日時 

令和２年４月１日から令和２年６月３０日までの月曜日から土曜日 

（ウ）実施場所 

アンジュ事業所（愛知県豊橋市関屋町１９７番地１）   

（エ）従事者の人数 

特定非営利活動法人ハートフルマーケット 職員６名（非常勤含む）  

（オ）受益対象者の人数 

利用者１０名 

（カ）収益額 

４，９７７，５０６円 

（キ）費用額  

４，７０５，６０４円      

ウ 子育てに関するカウンセリング及び相談事業 

      本年度は実施せず。 

エ  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定相談支援事業 

     本年度は実施せず。 

 



  

オ 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 

      本年度は実施せず。 

カ その他この法人の目的を達成するために必要な事業  

      本年度は実施せず。 

 

３ 会議の開催に関する事項 

（１）総会 

ア 通常総会 

（ア）開催日時及び場所 

令和１年８月２８日 午前１０時００分～午前１０時３０分 

愛知県豊橋市駅前大通１丁目６６番地２ ベリーベリースープ豊橋店 

（イ）議題 

①平成３０年度活動決算報告・事業報告 

②令和１年度活動予算（案）・事業計画 

イ 臨時総会 

（ア）開催日時及び場所 

令和２年１月２９日 午前９時００分～午前１０時３０分 

愛知県豊橋市関屋町１９７番地１ 法人事務所 

（イ）議題 

①定款第１条の変更について 

②定款第３条の変更について 

③定款第５条の変更について 

 


